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第 1章 調査の概要

第1節 調査の目的

本調査は、令和元年度の長崎県内における産業廃棄物の発生、処理状況等の実態を把握する

とともに、これら産業廃棄物の将来予測を行うことによつて、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律 (以下「廃棄物処理法」という。)第 5条の 5に定める廃棄物処理計画の策定に必要な基礎

資料を得ることを目的とする。

第 2節 調査 に関する基本的事項

1.調査対象期間

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 までの 1年間 (令和元年度)

2.調査対象廃棄物

調査対象廃棄物は、廃棄物処理法及び同法施行令に規定する産業廃棄物 (特別管理産業廃棄

物を含む)と し、表 卜2-Hこ示す分類に区分した。なお、これら産業廃棄物のうち、汚泥、廃

油、廃プラスチック類、がれき類については、廃棄物の性状に応じて細区分し、産業廃棄物と

特別管理産業廃棄物について整理 した。

表 卜2-1(1)調査対象廃葉物

産業廃棄物の分類 ()内は、細区分。

① 燃え殻

② 汚泥 (有機性汚泥、無機性汚泥)

③ 廃油 (一般廃油、廃溶剤、固形油、油でい、油付着物)

④ 廃酸

⑤ 廃アルカリ

⑥ 廃プラスチツク類 (廃プラスチツク、廃タイヤ)

⑦ 紙くず

③ 木くず

⑨ 繊維くず

⑩ 動植物性残さ

⑪ 動物系固形不要物

⑫ ゴムくず

⑬ 金属くず

⑭ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

[注、本報告書では、「ガラス陶磁器くず」と略した]

⑮ 鉱さい

⑭ がれき類 (コ ンクリート片、廃アスフアルト、その他の建設廃材)

O動 物のふん尿

⑬ 動物の死体

⑬ ばいじん

⑩ 産業廃棄物を処分するために処理したもの



表 卜2-1(2)調査対象廃棄物

特別管理産業廃棄物

① 廃油 (揮発油類、灯油類、軽油類)

② 廃酸 (pHが 2.0以下の廃酸)

③ 廃アルカリ (pHが 12.5以上の廃アルカリ)

④ 感染性産業廃棄物
⑤ 廃石綿等
⑥ 特定有害産業廃棄物 (廃石綿等を除く)

また、調査にあたって、有価物・副産物、発生時の廃棄物の種類等については、下記に示す

取り扱いをした。

(1)法令上は廃棄物とされていないもの、いわゆる有償物 (事業場内等で生じたものであ

つて中間処理されることなく、他者に有償で売却したもの及び他者に有償で売却でき

るものを自己利用したもの)に ついては、今後の社会情勢等の変化によっては産業廃

棄物となる可能性があるため、調査対象とした。

(2)紙 くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物は、産業廃棄物処理法

で産業廃棄物となる業種 (動物系固形不要物は、と畜場及び食鳥処理場に限る)が指

定されており、指定された業種以外で生じた上記廃棄物については、事業系一般廃棄

物となるため、原則として調査対象から除外した。

(3)下水道または公共用水城へ直接放流することを目的として、事業場内で酸性またはア

ルカリ性を呈する廃水を中和処理 (一般の廃水処理)している場合は、中和処理後に

生じた沈でん物 (汚泥)を発生時の産業廃棄物として捉え、中和処理前の酸性または

アルカリ1陛廃水は、調査対象から除外した。

(4)事業場内で産業廃棄物を自己焼去口処理 した後に燃え殻が発生する場合 fよ、焼却処理前

の廃棄物を発生時の廃棄物として捉えた。
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3.調査対象業種

調査対象業種は、「日本標準産業分類 (総務省 )」 (平成 25年 10月 改訂版)の業種区分を基本

とし、表 卜2-2に示す業種を調査対象とした。

また、調査対象業種の名称については、本報告書では略称で統一し表記した。

なお、統計表については、巻末の統計資料に示すとおりである。

表 卜2-2調査対象業種

日本標≧三産業分類 略  称

農業,林業

農業
林業

農業:林業

農業
林業

漁 業

鉱業,砕石業,砂利採取: 鉱 業

建設業 建設業

製造業

食料品製造業

飲料 。たばこ・飼料製造業

繊維工業            ,
木材・木製品製造業 (家具を除く)

家具・装備品製造業
パルプ・紙・紙加工品製造業

印刷・同関連業
化学工業
石油製品・石炭製品製造業
プラスチツク製品製造業
ゴム製品製造業
なめし革・同製品・毛皮製造業

窯業・土石製品製造業

鉄鋼業

非鉄金属製造業
金属製品製造業
はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業
その他の製造業

製造業
食料品
飲料・飼料

繊維
木材
家具
パルプ・紙

印刷
化学
石油・石炭
プラスチツク
ゴム

皮革

窯業・土石

鉄鋼
非鉄金属
金属
はん用機器
生産用機器

業務用機器
電子部品
電気機器
情報通信機器

輸送機器
その他

電気・ガス・熱供給・水道業

電気業
ガス業
上水道業
下水道業

電気・水道業

電気業
ガス業
上水道業
下水道業

情報通信業

運輸業,郵便業 運輸,郵便業

卸売業 卸売!小売業

不動産業

サ ー 学術,専門
宿泊.飲食

生活.娯楽

教育・ 学習

医療,福祉 医療,福祉

複合サTビ 複合サービス

サービス サービス業

公務 (自 衛隊駐屯地のみ 公 務
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4.調査対象区域

調査対象区域は、長崎県全域とした。なお、本調査では産業廃棄物の発生等の地域特性を把

握するため、県内を表 卜2-3に示す 7地域に区分した。

表 卜2-3調査対象地域区分

地域名 構成市町

長崎・西彼 長崎市、西海市、長与町、時津町

佐世保・県北
佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、
佐々町

県央・県南 島原市、諌早市、大村市、雲仙市、南島原市

下 五 島 五島市

上 五 島 小値賀町、新上五島町

壱  岐 壱岐市

対  馬 対馬市

4



5.発生・排出及び処理・処分状況

調査の集計・推計結果は、図 1-2-Hこ 示す発生・排出及び処理・処分状況の流れ図にとりま

とめた。

なお、この流れ図に用いた各項目の定義については、表 卜2-4に示すとおりである。

(A)

発 生 量 資源化呈有償 物

自

処

再

己 中 間
理

生利

己 再 生

用

自

由
不可

鵡
分

自

処帥
理

自
処

自 中
後

己
理排 出 量

搬 出 その 他

(卜ゆ

自 己
量旦ユ

己自

未 処 理

自

由

自

由

自

６

色

Ｇ

餅

∞

己未夕醒 自己再生和用量

己未ええ理自己最終処分量

己未処理秀託中間処理量

拶 攀

誅 囃

中

後
託

理

委

処

委 託 中 間

処 理

再生利

委 託 中
理

処 分 量

委 託 中 間

最
処 分綴

分
委

処
委託 直

減量化量

図 1-2-1発生・排出及び処理・処分状況の流れ図
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表 卜2-4発生 t排出及び処理 。処分状況の流れ図に関する用語の定義
No. 項 目 定義

(A) 発生量 事業所内等で生じた産業廃葉物量及び有償物量

(B) 有償物量
(A)のうち、中間処理されることなく、他者に有償で売却した量
(他者に有償で売却できるものを自己利用した場合を含む)

(C) 排出量 (A)から(B)を除いた量

(D) 自己中間処理量 (C)のうち、排出事業者自らが中間処理した廃棄物量で処理前の量

(E) 自己中間処理後量 (D)で 自己で中間処理した後の廃棄物量

(El) 自己中間処理後再生利用量 (E)の うち、自ら利用し、または他者に有償で売却した量

(F) 自己減量化量 (D)か ら(E)を 差し引いた量

(G) 自己未処理量 (C)のうち、自己中間処理されなかった量

(Gl) 自己未処理自己再生利用量 (G)の うち、他者に有償売却できないものを自ら利用した量

(G2) 自己未処理自己最終処分量 (G)の うち、自己の埋立地に処分した量

(G3) 自己未処理委託中間処理量 (G)の うち、処理業者で中間処理された量

(G4) 自己未処理委託直接最終処分量 (G)の うち、処理業者で直接最終処分された星

(G5) 自己未処理その他量 (G)の うち、処理・処分されなかった量

(H) 搬出量 (E)、 (G)の うち、再生利用以外の量

(I) 自己最終処分量 (H)のうち、自己の埋立地に処分した量

(」 ) その他量 (H)の うち、処理・処分されなかった量 (事業場内等に保管されている量等)

(K) 委託処理量 (H)の うち、中間処理及び最終処分を他者に委託した星

(L) 委託中間処理量 (K)のうち、処理業者等で中間処理された量

(M) 委託中間処理後量 (L)で中間処理された後の廃棄物量

(Ml) 委託中間処理後再生利用量 (M)のうち、処理業者等で自ら利用し、または他者に有償で売却した量

(M2) 委託中間処理後最終処分量 (M)のうち、最終処分された量

(N) 委託減量化量 (L)から(M)を差し引いた量

(0) 委託直接最終処分量 (K)のうち、処理業者等で中間処理されることなく最終処分された量

(P) 委託最終処分量 処理業者等で最終処分された量
/′ヽヽ 最終処分量 排出事業者と処理業者等の最終処分量の合計

(R) 再生利用塁 排出事業者と処理業者等で再生利用された量

(S) 資源化量 (B)と (R)の合計

(T) 減量化量 排出事業者または処理業者等の中間処理により減量された量
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第 3節 調査 の方法

1.調査方法の概要

本調査は、郵送によるアンケー ト調査と県保有の既存資料に基づく資料調査を基本としてお

り、アンケエ トによつて回答を得た産業廃棄物の発生及び処理状況に関する内容 (集計値)と

産業廃棄物の発生量に関連した指標 (活動量指標 :従業者数、製造品出荷額等)を基に、県内

における産業廃棄物の発生量等の推計を行うものである。

なお、調査にあたつては、発生事業場 (業種)の特性等を勘案し、表 卜3-Hこ示す調査方法

を基本とした。

表 卜3-1調査方法

注 1)全数調査 とは、 の発生量及び処理状況の より正確に把握するため、 の あ

るいは事業所等を調査対象として全数を抽出・回収 し、その発生量及び処理状況の実績量を把握する

方法。

注 2)標本調査とは、標本調査対象業種に分類される事業所から一部の調査事業所を抽出し、抽出された

排出事業所からのアンケー ト調査に基づいて産業廃棄物の実態を把握する方法。

注 3)資料調査とは、関係部局等が調査した発生原単位等の資料を用いて発生量等の実績量を把握する方

法。    ・

7

調査方法

標本調査 資料調査
備考

全数調査
業 種

動物のふん尿、動物の死体、農業用廃プ

ラスチツク類を調査対象廃棄物とし、既

存資料を用いて調査 した。
O農業

○林業

O漁業

O鉱業

○

O製造業
関係部局の名簿等を基に、火力発電所、

ガス製造所、浄水場、下水処理場を全数

抽出し、すべての施設より回答を得るこ

とを原則とした。

このため、活動量指標を用いた原単位に

よる推計は行わず、アンケー トで集計し

た発生量及び処理状況の実績量をその

まま用いた。

電気・水道業 O

○情報通信業

○運輸,郵便業

○卸売,小売業

○不動産業

学術,専門 O
○宿泊,飲食

O生活]娯楽

O教育,学習

O医療,福祉

○複合サービス

○サービス業
自衛隊駐屯地O公務



2.標本調査について

(1)標本抽出方法

標本調査の抽出は表 1-3-2に 示すとおり、事業所母集団データベース (総務省統計局)を
基に、業種別、従業者規模別等に事業所を層別し、これらの各層ごとに行うことを基本とし

た。

表 卜3-2調査方法

業種 標本抽出方法等

農業,林業 (林業)事業所母集団データベースから抽出
・従業者数5人以上を全数抽出

漁業 ―タベースから抽出
・従業者数50人以上を全数抽出

5人以上50人未満は

鉱業 事業所母集団データベースから抽出
・従業者数50人以上を全数抽出
・従業者数5人以上50人未満は無作為抽出

建設業 団 ―タベースから抽出
資本金1億円以上は全数抽出
資本金1億円未満は無作為抽出

ただし、 事業者は全数抽出
製造業 団 ア

~ タベースから抽出
・従業者数50人以上は全数抽出
・従業者数5人以上50人未満は無作為抽出
ただし、 は全数抽出

電気・水道業 (電気業、ガス業 )

事業所母集団データベースから抽出
・従業者数5人以上を全数抽出

)既存の資料から全数抽出

情報通信業
事業所母集団データペースから抽出
・従業者数50人以上 (一部は100人以上)は全数抽出
・従業者数5人以上50人未満 (一部は100人未満)は無作為抽出
ただし、令和元年度多量排出事業者は全数抽出

運輸,郵便業

卸売,小売業

不動産業

学術,専門

宿泊,飲食

生活,娯楽

教育,学習 事業所母集団デニタベースから抽出
・従業者数50人以上は全数抽出
・従業者数5人以上50人未満は無作為抽出
ただし、令和元年度多量排出事業者及び病院、保健所については全数抽出

医療,福祉

複合サービス データベースから
。従業者数50人以上 (一部は100人以上)は全数抽出
・従業者数5人以上50人未満は無作為抽出
ただし 令和元年度多量

サービス業

公務 既存の資料から抽出
自衛隊駐屯地は全数抽出
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(2)アンケート調査項 目

調査票の項 目や形式は、業種による産業廃棄物の発生及び処理・処分状況等の特性を考慮

し、①建設業、②建設業以外の2種類とした。

なお、調査票の項目及び形式は、巻末の参考資料に示すとおりである。

(3)発生量原単位の作成と調査対象全体の発生量の推計方法

1)推計の考え方

調査対象全体の発生量は、資料調査、標本調査、全数調査による発生量の合計により算出

する。

資料調査及び全数調査は、実数値の集計により算出するが、標本調査については、標本以

外の発生量は、 2)に示す発生原単位を用いて算出した。

なお、発生量全体の推計手法の流れは、図 卜3-Hこ示すとおりである。

県全体

(1旨標1直 )

標本以外

|(指標値 )

標本以外

i(発生量推計値 )
L。 .._。 ぃ

注)特異値とは、多量排出事業者や同業他社と比較し排出状況が大きく異なる等特殊な標本のことを示す。

図 卜3-1発生量の推計方法の概念図

9

標本調査
全数調査

(発生量実数値)

資料調査

(発生量実数値 )

標本

(指標値実数値 )

特異値以外

(発生量実数値 )

(指標値実数値 )

発生原単位

(発生量/指標値 )

標本
(発生量実数値)

調査対象
全体発生量



2)発生原単位の算出

発生原単位とは、活動量指標単位当たりの産業廃棄物発生量を示すものであり、アンケー

ト調査によって得られた標本の業種別、種類別の集計産業廃棄物量と、業種別の集計活動量

指標値から次式により算出した。

なお、発生原単位は、図 卜3-1に示すとおり特異値以外の標本を用いて算出した。

具体的には、特異値以外の標本の業種別・産業廃棄物種類別の集計産業廃棄物発生量と集

計活動量指標値から、次式により業種別・産業廃棄物種類別にそれぞれ算出した。

特異値とは、多量排出事業者や同業他社と比較し排出状況が大きく異なる等特殊な標本の

ことを示す。

発生原単位の算出α=Wa/Oa[発 生量/集計活動量指標値 ]

α :発生原単位

Wa:特 異値以外の集計発生量

Oa:特 異値以外の集計活動量指標値

3)標本以外の発生量の推計方法

2)で算出した発生原単位と、標本調査で捕捉できなかった活動量指標を用いて、次式に

より標本以外の発生量を推計した。

標本以外の発生量推計値W=α XO[重量/年 ]

W:標 本以外の発生量推計値

α :先生 l′F、 早 任

O:標本以外の活動量指標値

(県全体の母集団指標値より標本調査で捕捉した指標値を除いた残り)

4)調査対象全体の発生量の推計方法

3)で算出した標本以外の発生量推計値に、資料調査及び全数調査の発生量実績値、並び

に標本調査の発生量実数値を足し合わせて調査対象全体の発生量とした。
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5)活動量指標

母集団 (県全体)の推計に用いた活動量指標は、表 1-3-3に示すとおりである。

表 卜3-3業種別の活動量指標

業 種 活動量指標 出典

農 業 (動物のふん尿・死体) 家畜数 「畜産統計」等

林 業 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

漁 業 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

鉱 業 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

建設業 元請完成工事高 「建設工事施工統計調査報告」

製造業 製造品出荷額等 「工業統計調査報告」

電気・水道業
電気業 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

水道業 (実数 )

情報通信業 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

運輸,郵便業 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

卸売,小売業 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

不動産業 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

学術,専門 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

宿泊,飲食 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

生活,娯楽 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

教育,学習 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

医療,福祉 (病院) 病床数 「病院名簿」等

医療,福祉 (病院以外 ) 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

複合サービス 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

サービス業 従業者数 「経済センサス活動調査報告」

公 務 (実数 )
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第4節 調査結果の利用上の留意事項

本調査結果を利用する際の留意事項については、以下のとおりである。

1.委託中間処理後の残さ量にっいて

委託中間処理後の残さ量は、産業廃棄物排出・処理実態調査指針」 (平成 22年 環境省)で
示された、産業廃棄物の種類別中間処理方法別の残さ率を用いて算出した。

2.建設業の地域別発生量について

建設業における地域別の産業廃棄物の発生量については、アンケートで得られた工事現場ご

との発生量の割合を基に、県全体の推計値を按分することにより算出した。

3.単位と数値に関する処理

(1)単位に関する表示

本報告書の調査結果表においては、すべて 1年間の量であることを明らかにするため、図

表の単位は「千 トン/年」で表示しているが、文章中においては、原則として「千 トン」で

記述している。

(2)報告書における数値の処理

本文に記載されている千 トン表示及び構成比 (%)の数値は、四捨五入の関係で合計 と個々

の数値の計とが一致しないものがある。

なお、本文の図表及び巻末統計表の空欄は、該当値がないものを示す。
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第2章 調査結果

第1節 標本抽出・回収結果

標本の抽出及び回収結果は、表 2-卜 Hこ示すとおりである。

長崎県内に所在する総民営事業所数 67,725件 (令和元年度経済センサス基礎調査)か ら、産

業廃棄物の発生が見込まれる業種を中心に、一部公共団体を含めて調査対象事業所 (母集団)

48,754件 を設定した。

このうち、業種の特性、規模別の特性等を考慮して、業種別、従業者規模別の抽出率を設定

し、それを基に 3,316件 (抽 出率 6.8%)を 抽出し、アンケー ト調査を実施した。

回収された調査票は、2,086件 (回 収率 62.9%)で、このうち建設業で元請工事の実績がな

いまたは回答内容に不備がある等で無効となった調査票を除いた有効回答数は、1,809件 とな

っている。

なお、農業,林業を除くと、回収された調査票から集計された産業廃棄物量の捕捉率は、原

単位法により推計された産業廃棄物量に対して 73.7%である。

表 2-卜 1標本抽出・回収結果

業 種

調査対象

業種

事業所総数

(件 )

A

抽
出
件
数

(件 )

抽
出
率

B B/A

回
収
件
数
件( )

回
収
率

C C/B

有
効
回
答
数

(件 )

有
効
回
答
率

D D/B

調査結果

実
数
値
トン( )

E

推
計
値

(ト ン)

F

農業,林業 45 17 37.8% 14 82.4% 13 76.5% 0 0 100.1%

漁 業 238 44 18.5% 17 38.611 17 38.6% 0 1 20.611

鉱 業 25 17 68.0% 12 70.6% ll 64.711 0 8 1.lll

建設業 5,766 332 5.8X 221 66.6% 140 42.211 241 993 24。 311

製造業 4,045 938 23.2X 567 60.411 523 55.8% 344 457 75,3%

電気・水道業 ■ 9 105 88.2% 61 51.3% 1,955 1,955 100.Oll

情報通信業 387 88 22.7% 62 70.511 48 54.5% 1 1 99.211

運輸,郵便業 1,505 327 21.7% 206 63.0% 188 57.5% 4 8 44.9%

卸売,小売業 17,834 339 1,9% 181 53.4% 166 49.0% 6 16 35.6%

不動産業 332 40 12.0% 26 65,0% 23 57.5% 1 3 14.9%

学術,専門 172 41 23.8X 30 73.2% 28 68.3% 0 0 48.311

宿泊,飲食 6,471 154 2.4X 62 40,3% 46 29.9% 0 2 7,911

生活,娯楽 692 62 9.0% 35 56.5% 31 50,Oll 0 0 17.2%

教育,学習 24 17 70.8X 14 82.4X 13 76.5X 0 1 23.9%

医療,福祉 6,321 517 8.2% 366 70.8X 350 67.711 6 14 40,4%

複合サービス 657 56 8.5% 38 67.9% 38 67.9% 1 4 25.6%

サービス業 4,050 197 4.9% 125 63.511 108 54.8% 2 8 26.3%

公 務 11 5 45.511 5 45.5% 0 0 99.9%

合  計 48,754 3,316 6.811 2,086 62.9% 1,809 54.6% 2,561 3,474 73.7%

電気・水道業、公務は、県保有の名簿より有意抽出。
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第 2節 調査結果の概要 (農業,林業を除 く )

令和元年度に長崎県内における産業廃棄物の発生・排出及び処理・処分状況は次のとおりで

ある。

令和元年度の 1年間に長崎県内で生じた、特別管理産業廃棄物を含む産業廃棄物等の発生量

(農業,林業を除く)は 3,473千 トンであり、有償物量の 158千 トン (発生量の 4.5%)を 除
いた産業廃棄物の排出量は 3,316千 トン (同 95.5%)と なっている。

排出量のうち、脱水や焼却など中間処理された量は 3,033千 トン (排出量の 91.5%)、 中間

処理を経ず直接再生利用された量は 105千 トン(同 3.2%)、 直接最終処分された量は 177千 トン

(同 5.3%)等 となっている。一方、中間処理による減量化量は 1,100千 トン (同 33.2%)で、

再生利用量は 1,992千 トン (同 60.1%)、 最終処分量は 224千 トン (同 6.7%)と なっている。

これらを発生量ベースで捉えると、再生利用された量 1,992千 トンと有償物量 158千 トンを

合わせた資源化量は 2,150千 トン (発生量の 61.9%)、 減量化量は 1,100千 トン (同 31.7%)、

最終処分量は 224千 トン (同 6.4%)である。また、事業場内での保管等その他量は、未処理

及び中間処理後を合わせて 0千 トン (500ト ン未満、同 0.0%)と なっている。

発  生  量 有 償 物 量 資 源 化 量

3,473

く100.0%>
158

<4.5>
2,150
<619>

直陣 再 生 利 用 量

105

(32)

11992
(601)

中 間処 理 残  さ 量

3,033
(91.5)

1,933
158.3)排  出  量 後

量
理
分

処
処

間
終

中
最

47
(1.4)

3,316
<95.5>

最 終 処 分 量

l

J
― :

減 量 化 量

Ｉ

Ｂ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

一 1,100
<31.7>

(33.2)

177
(5,3)

そ の 他 量

224
<64>
(67)

0
<o.o>
(0.0)

(単位:千t/年 )

注1)〈 〉は発生量に対する割合、()は排出量に対する割合を示す。
注2)図 中の数値は、四捨五入の関係で収支が合わない場合がある。

図 2-2-2発生・排出及び処理・処分の状況 (農業,林業を除く)
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第 3節 発生 ・排 出状況 (農業 。林業 を除 く )

1.種類別の発生・排出状況

種類別の発生・排出状況は図 2-3-Hこ示すとおりである。

発生量 (3,474千 トン)を種類別にみると、汚泥が 1,237千 トン (発生量の 35.6%)で最も

多く、次いで、ばいじんが 1,004千 トン (同 28.9%)、 がれき類が 749千 トン (同 21.6%)等

となつており、これら 3種類で発生量の 86.1%を 占めている。

また、排出量 (3,316千 トン)を種類別にみると、汚泥が 1,106千 トン (排出量の 33.4%)

で最も多く、次いで、ばいじんが 1,004千 トン (同 30.3%)、 がれき類が 749千 トン(同 22.6%)

等となつており、これら 3種類で排出量の 86.3%を 占めている。

(単位 :千トン/年 )

1,500

1,000

図 2-3-1種類別の発生及び排出量 (農業,林業を除く)

その他

(139%)

がれき類

(2■6%)

発生量

3,474

(千トン/年 )

(356%)

汚 泥

,237

ばいじん

1,004

(289%)

その他

458

(138%)

がれき類

(226%)

汚 泥

(334町l

106

排出量

3,316

(千 トン/年 )

「ぎいじん

1,004

(303%)

□発生量 口JF出員

項 目 合 計 燃え殻 汚 泥 廃 油
廃フ

・
ラス

テック類
木くず

動植物

性残さ

金属
くず

ガラス陶

磁器くず
鉱さい がれき類

ばい

じん

特別管

理産業

廃棄物

その他

発生量

(%)

3,474

(loo 4)

5G

(16)

1,237

(356)

13

(04)

72

(21)

99

(29)

29

(08)

71

(20)

112

(32)

5

(01)

749

(216)

1,004

(289)

13

(04)

15

(04)

排出量

(%)

3,316

(loo 4)

5G

(17)

1,106

(334)

12

(04)

72

(22)

99

(30)

25

(03)

51

(15)

110

(33)

5

(01)

749

(22G)

1.004

(303)

13

(o4)

14

(04)
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2.業種別の発生・排出状況

業種別の発生・排出状況は図 2-3-2に示すとおりである。

発生量 (3,474千 トン)を業種別にみると、電気・水道業が 1,955千 トン (発生量の 56.3%)

で最も多く、次いで、建設業が 993千 トン (同 28。 6%)、 製造業が 457千 トン (同 13.2%)等
となっており、これら3業種で発生量の 98。 1%を 占めている。

また、排出量 (3,316千 トン)を業種別にみると、電気・水道業が 1,824千 トン (排 出量の

55.0%)で最も多く、次いで、建設業が 993千 トン(同 29.9%)、 製造業が 433千 トン(同 13.1%)

等となっており、これら 3業種で発生量の 98.0%を 占めている。

その他

67

(単位 :千トン/年 ) 虚発生量 口排出量

2,500

1,500

1,000

図 2-3-2業種別の発生及び排出量 (農業,林業を除く)

柳６８醐

発生量

3,474

(千トン/年 ) 1,955

(563%)

433

31

排出量

3,316

(千トン/年 )

…電気・水道業
1,824

(550%)

項 目 合 計 建設業 製造業
電気・

水道業

運輸 ,

郵便業

卸売 i

小売業
医療,福祉 その他

発生量

(0/6)

3,474

(100.0)

993

(286)

457

(13.2)

1,955

(56.3)

8

(0.2)

16

(05)

14

(04)

30

(09)
排出量

(%)

3,316

(100.0)

993

(299)

433

(131)

1,824

(55,0)

7

(02)

lG

(05) (04)

14

(09)

29

16



3.地域別の発生 。排出状況

地域別の発生・排出状況は図 2-3-3に示すとおりである。

発生量(3,474千 トン)を 地域別にみると、佐世保・県北地域が 1,508千 トン(発生量の43.4%)

で最も多く、次いで、長崎・西彼地域が 1,127千 トン (同 32.4%)、 県央・県南地域が 737千

トン (同 21.2%)と なつてモ`る。

また、排出量 (3,316千 トン)を 地域別にみると、佐世保・県北地域が 1,407千 トン(同 42.4%)

で最も多 く、次いで、長崎 。西彼地域が 1,076千 トン (排 出量の 32.4%)、 県央・県南地域が

731千 トン (同 22.1%)と なつている。
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23 29
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(単位 :千 トン/年 ) □発生量 口排出量

2,000

図 2-3-3地域別の発生及び排出量 (農業,林業を除く)
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第4節 処理・処分状況 (農業 ,林業を除 く )

1.処理・処分状況の概要

産業廃棄物の発生・排出から処理・処分の流れは、図 2-4-Hこ示すとおりである。令和元年

度の処理・処分状況を概要でみると、排出量 3,316千 トンのうち、再生利用量は 1,992千 トン

(排 出量の 60。 1%)、 中間処理による減量化量は 1,100千 トン (同 33.2%)、 最終処分量は 224

千 トン (同 6.7%)、 その他量は 300ト ン (国 0.0%)と なっている。

また、排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量の割合を種類別、業種別にみると

図 2-4-2及び図 2-4-3に示すとおりである。

図 2-牛l発生 。排出及び処理・処分状況の流れ図 (農業,林業を除く)

(B)
単位 it/年

(C)
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図 2-4-2種類別の排出量に対する処理・処分量の割合 (農業,林業を除く)
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2.自 己中間処理状況

排出事業者 自らが中間処理 を行 った自己

中間処理量は、 1,060千 トンであ り、排出量
の 32.0%を 占めている。

自己中間処理量 を種類別 にみ る と、図
2-4-4に示すとお り、汚泥が 985千 トン (自

己中間処理量の 92.9%)で 最も多 く、次いで、
がれき類が 57千 トン (同 5.4%)等 となって
ヽヽる。

また、排出量に対する自己中間処理量の割

合 (自 己中間処理率)及び自己中間処理量に

対する自己減量化量の割合 (自 己減量化率 )

についてみると、図 2-4-5に示す とおりであ
る。

自己 中 間 処 理 率 が 高 い種 類 は 、 汚 泥

(89.0%)、 鉱さい (H.9%)、 ガラス陶磁器
くず (H.2%)、 がれき類 (7.6%)等 となっ

ており、自己減量化率が高い種類では、汚泥

(91.3%)、 動植物性残さ (91.0%)等 とな
っている。

その他

18

(17%)

図 2-牛4自 己中間処理量 (農業,林業を除く)
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3.委託処理状況

処理業者等によって処理 (中 間処理、最終

処分を含む)さ れた委託処理量は 2,145千

トンであり、排出量の 64.7%を 占めている。

委託処理量を種類別にみると、図 2-4-6及

び図 2-4-7に示すとおりであり、ばいじんが

857千 トン (委託処理量の 39.9%)で最も多

く、次いで、がれき類が 697千 トン (同

32.5%)、 汚泥が 203千 トン (同 9.5%)、 木

くずが 97千 トン (同 4.5%)等 となってい

る。

また、委託処理量を処理方法別にみると、

委託中間処理量は 2,124千 トン(同 99.0%)、

委託直接最終処分量は 20千 トン (同 1.0%)

となっている。
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□委託中間処理量 口委託直接最終処分二
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図 2-牛 6委託処理量 (農業,林業を除く)
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図 2-牛7 種類別委託処理量の内訳 (農業,林業を除く)
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4.資源化、再生利用状況

(1)資源化状況

資源化量は 2,150千 トンであり、発生量の
61.9%を 占めている。

資源化量を種類別にみると図 2-牛 8及び図
2-4-9に示すとおりであり、ばいじんが 889

千 トン (資源化量の 41.3%)で最も多く、次
いで、がれき類が 737千 トン (同 34.3%)、

汚泥が 195千 トン (同 9.1%)、 木くずが 89

千 トン (同 4.1%)等 となっている。

(単位 :千 トン/年 )
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図 2-4-9 種類別資源化量の内訳 (農業,林業を除く)
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(2)再生利用状況

資源化量のうち、有償物量を除く再生利用

量は 1,992千 トンであり、排出量の 60。 1%を

占めている。

再生利用量を種類別にみると図 2-4-10に

示すとおりであり、ばいじんが 889千 トン(再

生利用量の 44.6%)で最も多く、次いでがれ

き類が 737千 トン (同 37.4%)、 木くずが 88

千 トン (同 4.4%)、 ガラス陶磁器 くずが 79

千 トン (同 3.9%)等 となつている。

なお、用途別 にみた再生利用状況は表

2-4-1に 示すとおりであり、土木・建設資材・

再生骨材が 828千 トン (同 41.6%)で最も多

く、次いで、セメント原料が 562千 トン (同

28。 2%)等 となっている。
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図 2-4-10再生利用量 (農業,林業を除く)

表 2-4-1 用途別にみた再生利用状況 (農業,林業を除く)
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5.最終処分状況

最終処分量は 224千 トンであり、排出量の
6.8%を 占めている。

最終処分量を種類別にみると図 2-4-Hに示
すとおりであり、ばいじんが 115千 トン (最

終処分量の 51.5%)で最も多く、次いで、燃
え殻が 43千 トン (同 19.2%)、 ガラス陶磁器
くずが 28千 トン (同 12.3%)、 がれき類が 12

千 トン (同 5。 3%)、 廃プラスチック類が 10千
トン (同 4.4%)等 となっている。
また、処分主体別にみると図 2-牛 12に示す

とおりであり、排出事業者による自己最終処
分量が 158千 トン (同 70.5%)、 処理業者によ
る最終処分量が 66千 トン (同 29.5%)、 自治
体による最終処分量が 500ト ン以下 (同 0.0%
以下)と なっている。
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図 2-牛 H最終処分量 (農業,林業を除く)

(単位 :千 トン/年 )
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図 2-牛 12種類別処分主体別最終処分量の内訳 (農業,林業を除く)
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第 5節 農業 ,林業 を含 む調 査 結 果

1.種類別の発生・排出状況

種類別の発生・排出状況は図 2-5-Hこ示す とお りである。

発生量 (5,025千 トン)を種類別にみると、動物のふん尿が 1,548千 トン (発生量の 30.8%)

で最も多 く、次いで、汚泥が 1,237千 トン (同 24.6%)、 ばい じんが 1,004千 トン (同 20.0%)、

がれき類が 749千 トン (同 14.9%)等 となってお り、これ ら 4種類で発生量の 90.3%を 占めて

モヽる。

また、排出量 (4,868千 トン)を種類別にみると、動物のふん尿が 1,548千 トン (排 出量の

31.8%)で最も多 く、次いで、汚泥が 1,106千 トン (同 22.7%)、 ばい じんが 1,004千 トン (同

20.6%)、 がれき類が 749千 トン (同 15.4%)等 となつてお り、これ ら 4種類で排出量の 90.5%

を占めている。
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図 2-5-1種類別の発生及び排出量 (企業種 )



2.業種別の発生 。排出状況

業種別の発生・排出状況は図 2-5-2に示すとおりである。

発生量 (5,025千 トン)を 業種別にみると、電気・水道業が 1,955千 トン (発生量の 38.9%)

で最も多 く、次いで、農業が 1,552千 トン (同 30.9%)、 建設業が 993千 トン (同 19。 8%)、 製

造業が 457千 トン (同 9.1%)等 となっており、これ ら 4業種で発生量の 98.7%を 占めている。

また、排出量 (4,868千 トン)を業種別にみると、電気・水道業が 1,824千 トン (排出量の

37.5%)で最も多 く、次いで、農業が と,552千 トン(同 31.9%)、 建設業が 993千 トン(同 20.4%)、

製造業が 433千 トン (同 8.9%)等 となっており、これ ら 4業種で発生量の 98。 7%を 占めてい

る。

その他 その他

66

(14'れ )

(単位 :千 トン/年 ) □発生ニ ロ排出量

215〔 Кl

図 2-5-2業種別の発生及び排出量 (全業種 )
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第 6節 業種別の発生・排出及び処理・処分状況 (排出量が 5千 トン以上の業種 )

排出量 5千 トン以上の業種大分類に関する処理・処分状況は次のとおりである。

1.農業,林業

農業,林業からの排出量は、1,649千 トンとなつている。

排出量を種類別にみると、図 2-6-Hこ示すように、動物のふん尿が 1,548千 トン (農業,林

業からの排出量の 99.8%)と なっている。

動物の死体 その他
動物の死体 柳Ｏｍ

3 0

(02%)

(単位 :千 トン/年 )
B発生量 □排出畳

図 2-6-1種類別の発生量、排出量 (農業,林業)
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(B) 単位 :t/年

(C)

0

0
逆1)<)は発生量に対する割合を ()は排出量に対する割合を示す。
注D園表の96表 示については,四捨五入しているため総数と個々の数値の合計が一致しないものがある。 業種区分と｀農案 林案

発  生  孟 有 償 物 量 資 源 化 量

1.532,010

〈1000%〉

0 1,124,922

後再生利用量

自己中
再 生 利 用 量

610,355

(39,31,)

1,124,922

(725,tl排  出  量 己

量

自
中 間 処 理 最 終 処 分

己

処 理 後 量

1,0461979

(675%)

0
1,552,010

く1000%〉
6191904

搬  出  量
自諄 生月ll曜
自 己 未 処

そ の 他 量
465,086

0

(00%)自己未処理量

(F)

!~~~… … …
1

委 託 処 理 量
305,031

465,086(G3)自 己未処理委託中間処理量

(G4)自

455.537

0

託委

中 間 処 理

間

量

中

後

発

理

萎

処

465,086 465,073 465,073

(300%)

最 終 処 分

県外 !

0

0

(00%l

滅 量 化 量
最 終 処 分 量

委 託 直
最 終 処 分委    託

最 終 処 分 量

0
427,088

0 0
〈00%〉

また、農業,林業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図 2-6-2に 示す
とおりである。

図 2-6-2発生・排出及び処理・処分状況の流れ図 (農業,林業)
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2.鉱業

鉱業からの排出量は、7.7千 トンとなつている。

排出量を種類別にみると、図 2-6-3に 示すように、ガラス陶磁器 くずが 7.6千 トン (鉱業か

らの排出量の 99.0%)と なつている。

その他
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図 2-6-3種類別の発生量、排出量 (鉱業)
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3.建設業

建設業からの排出量は(993千 トンとなっている。                   |
排出量を種類別にみると、図 2-6-4に示すように、がれき類が 732千 トン (建設業からの排

出量の 73.8%)で最も多く、次いで、木くずが 88千 トン (同 8.2%)等 となっている。
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また、建設業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図 2-6-5に示すとお

りである。

図 2-6-5発生 。排出及び処理・処分状況の流れ図 (建設業 )
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4.製造業

製造業からの排出量は、433千 トンとなっている。

排出量を種類別にみると、図 2-6-6に示すように、汚泥が 256千 トン (製造業からの排出量

の 59.2%)で最も多く、次いで、ガラス陶磁器くずが 43千 トン (同 10。 0%)、 廃プラスチック

類が 27千 トン (同 6.1%)等 となっている。
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単位 :t/年

(B)

(C)

91662

4,218
注1)く 〉は発生量に対する割合を,()は排出量に対する割合を示す。
注幻図表の96表示については,四捨五入しているため総数と個 の々数値の合計が一致しないものがある。 業I重区分:E_製造業
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また、製造業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図 2-6-71こ 示すとお

りである。

図 2-6-7発生 。排出及び処理 。処分状況の流れ図 (製造業)
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5.電気・水道業

電気 。水道業からの排出量は、1,824千 トンとなっている。

排出量を種類別にみると、図 2-6-8に示すように、ばいじんが 1,004千 トン (電気・水道業

からの排出量の 55.0%)で最も多く、次いで、汚泥が 765千 トン (同 41.9%)、 燃え殻が 52

千 トン (同 2.9%)等 となっている。

燃え殻 その他 燃え殻 その他

(02%)
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単位 ■/年
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)

景寮1  7, 垂】色製繹 謝露阜亀港望兇壇盈醇薦具亀明輸値の合計力‐致しないものがある。 業種区分 :に電気・永遭業
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また、電気・水道業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図 2-6-9に示

すとおりである。

図 2-6-9発生 。排出及び処理・処分状況の流れ図 (電気・水道業)
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6.運輸,郵便業

運輸,郵便業からの排出量は、7.5千 トンとなっている。

排出量を種類別にみると、図2-6-10に示すように、本くずが 3.1千 トン (運輸,郵便業から

の排出量の 42.1%)、 がれき類が 1.7千 トン (同 22.7%)、 廃プラスチック類が 0。 9千 トン (同

12.5%)、 金属くずが 0,7千 トン (同 9,0%)等 となっている。
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(単位 :千トン/年 )

図 2-6-10種類別の発生量、排出量 (運輸,郵便業)

ｍ

■。

ｍ

２０

ｍ

その他
■0

(13.291)

発生量

7.9

(千トン/年 )

チック類

17

(215%)

その他

■0

(13.7%)

チック類
09

排出量

7.5

(千 トン/年 )

1.7

(22,7%)

口発生量 口排出量

項 目 合 計 燃え殻 汚 泥 廃 油 廃酸
廃アル
カリ

廃フ
・
ラス

テック類
紙くず 木くず

繊維
くず

動植物

性残さ

動物系

固形

不要勃

ゴム

くず

金属
くず

ガラス

陶磁器
てず

鉱さい
がれき

類

「よい
じん

特別 管

理産業
:巌套蛎

発生量

(ワ6)

79

(999)

00 03

(34)

04

(48)

00

(00)

00

(00)

■0

(132)

00 31

(399) (00)

iO

(121)

04

(49)

17

(2■5)

00

(01)
排出量

(96)

75

(999)

00 03

(36)

04

(47)

00

(00)

00

(00)

09

(125)

00 31

(421) (00)

0,

(90)

04

(52)

上7

(227)

00

(01)

36



単位 :t/年
(S)

(C)

肉

外

県

県
注1)<〉 は発生量に対する割合を,()は排出量に対する割合を示す。
渡か図表の,6表 示については,四捨五入しているため総数と個々の数値の合計が一致しないものがある。 来種区分 :H_運 輸.郵便業

資 源 化 量発  生  量 有 償 物 量
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また、運輸・郵便業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図 2-6-Hに示

すとおりである。

図 2-6-H発生 。排出及び処理・処分状況の流れ図 (運輸,郵便業)
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7.卸売,小売業

卸売,小売業からの排出量は、16千 トンとなっている。

排出量を種類別にみると、図 2-6-12に示すように、汚泥が 6千 トン (卸売,小売業からの排

出量の 38.8%)で最も多く、次いで、廃プラスチック類が 6千 トン (同 34.5%)、 金属くずが

2千 トン (同 H.4%)、 廃油が 1千 トン (同 6.7%)等 となっている。
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図 2-6-12種類別の発生量、排出量 (卸売,小売業)
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注か図表の,6表 示については,四捨五入しているため総数と個々の数値の合計が一致しないものがある。 業種区分:L卸売,小売奈
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また、卸売,小売業から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図 2-6-13に示

すとおりである。

図 2-6-13発生・排出及び処理・処分状況の流れ図 (卸売,小売業 )
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8.医療,福祉

医療,福祉からの排出量は、14千 トンとなっている。

排出量を種類別にみると、図 2-6-14に示すように、廃プラスチック類が 7千 トン (医療,福

祉からの排出量の 47.3%)で 最も多く、次いで、特別管理産業廃棄物 6千 トン (同 42.0%)等
となっている。
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図 2-6-14種類別の発生量、排出量 (医療,福祉 )
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また、医療,福祉から排出される産業廃棄物の処理・処分状況については、図 2-6-15に示す

とおりである。

図 2-6-15発 生 。排出及び処理 。処分状況の流れ図 (医療,福祉 )
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9.サービス業

サービス業からの排出量は、7.5千 トンとなっている。

排出量を種類別にみると、図 2-6-16に示すように、廃プラスチック類が 3.3千 トン (サ ービ

ス業からの排出量の 43.5%)で最も多く、次いで、金属くずが 2.8千 トン (同 37.7%)馬 廃油

が 0.6千 トン (同 8.2%)等 となっている。
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図 2-6-16種類別の発生量、排出量 (サ ービス業)
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第3章 産業廃棄物の推移と将来予測 (農業,林業を除く)

第1節 前回調査との比較
1.発生・排出状況との比較

発生量、排出量を前回調査 (平成 26年度)と 比較すると、図 3-卜 1～ 図 3-1二 6に示すとおり

である。この 5年間で、排出量は 13.5%増加している。

(単位 :干トン/年 )
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図 3-卜 1種類別発生量の比較 (農業,林業を除く)
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(96)

3,06幻

1000男 00X

3

01%

742

242X だ釧∬猛
幻

00男

6

02“

20

0,7X

1

00X

2

01X

2

01X

0

00粥

1

00翼

9

03X 00%

4

01%

C

00舅

令不口元年度

(ワお)

3,473

1900%

1

00% 02X

998

286% f瓢 属
1

00翼

B

02%

16

0.5“

3

01% 00X

⊇

01男

0

00H 00契

14

04%

4

01X

8

02,`

C

00引

増減畳 414 1 5 251 301 11日 1 2 -4 3 -2 0 0 0 5 4 4 C

増滅率 (,1) 135男 10303X 1810X 338% フ1%1 61粥 2259猟 38.7,` -182,` 404.5X -795% 180男 -700H 177冥 584% 845粥 -300男
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(単位 :千 トン/年 )
□平成26年度 口令和元年度

図 3-卜3種類別排出量の比較 (農業,林業を除く)

口平成26年 度  B令和元年度

図 3-卜4業種別排出量の比較 (農業,林業

3.500

3,000

2.500

2,000

1,500

1,000

500

0

(単位 :千 トシ/年 )

3.500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

項 目 合 計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ
廃フラス
テック類

紙くず 木くず
転職

くず

動植物

性残さ

嚇

彫

勒

ゴム
くず

金属

くず

脇

陸F鰯ニ

くず
鉱さい

力くれき
類

Iよい
じん

特男J管

理

産業

廃柔物

平成 26年度

(96)

2.772

1000粥

50

1 8%

1.083

391%

15

05%

10

03X

7

02X

42

1 5X

4

01,` 29男

0

00H

22

08% 00%

0

13X

44

1 6%

15

05%

584

21 1男

774

279X

7

03X

令和元年度

(,る )

3,31G

1000X

56

1 フ%

1,106

334%

12

04X

4

01%

6

02%

72

22粥

5

01%

99

90%

0

00X

25

08,I

0

00%

0 51

1 5%

110

33,` 01%

749

226%

1,004

303%

19

04粥

増減量 495 19 -18 -3 0 2G 1 4 0 8 0 0 11 55 112 279 2

増減率 (,る ) 176% 517,i -16% -213% 2394% -26% 5G5粥 440% 41% -433X 455X 284% 1017X -435% 177% 385% 162%

項 目 合 計 漁業 鉱 業 建設業 製造業
電気

水道業

情報

通信業

運輸 .

ヨI便 業

卸売 .

小売業

不動産

業

学術 ,

専門

泊

食

宿

飲

生活 ,

娯楽

教育

学 習

医療

福祉

複合サ
ービス

サービス

集
公 務

平成26年度

('6)

2.820

1000, 01出

736

261,

SG7

130察

1.669

5923

O 6 20

07,

1

01男 01'I 00%

0

01,

0

令和元年度

(,る )

3,316

1000,

993

299'

433

1319

1,824

550,

1 7 16

05,

3

01男 00'`

2

0111

0

00%

14 4

01'

0

増滅量 495 1 5 256 66 155 -112
1 -3 2 0 0 4 3 0 -1

増減率 (96) ,76' 9377貿 1'68う 348引 180' 2272' 341虫 -1,S, 3547X -763% 123' -790% 591H 856〕
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(単位 :千 トン/年 )

4,000

3,500

3,000

2.500

2,000

1,500

1,000

500

0

(単位 :千 トン/年 )

3,500

31000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

口平成26年度  □令和元年度

図 3-卜5地域別発生量の比較 (農業,林業を除く)

□平成26年度  日令和元年度

図 3-卜6地域別排出量の比較 (農業,林業を除く)

項 目 合 計
長崎・西彼

地域

佐世保 `県 北

地域

県央・県南

地域

下五島

地域

上五島

地域

壱岐

地域

対馬

地域

平成 26年度

(%)

3,060

100,Oll

1,078

35.2路

1,135

37.l ll

739

241%
41

13%
52

17覧

13

04%
2

,01,`

令和元年度

(%)

3,473

100.0%

1,126

32,4%

11508

43.4%

737

21.2路 0.8%

25

0.7%

23

0。 711

増減量 414 49 373 -2 -11 -27 11 21

増減率 (%) 13.5% 4.511 32.9% -0.2,も -28.Ol` -517,6 81,0% 1084.3%

項 目 合 計
長崎 ,西彼

地域

佐世保・県北

地域

県央・県南

地域

下五島

地域

上五島

地域

壱岐

地域

対馬

地域

平成 26年度

(%)

2,820

100.0% 35,3'` 35.2%

723

25.6%

41

14%

52

19%

13

0511

2

0.1%

令和元年度

(%)

3,316

100.0路

1,076

3241`

1,407

42.4%

731

22.1% 0.9路 08%
24

0.71` 0.7殆

増減量 495 80 414 9 -11 -27 11 21

増減率 (%) 17.6% 8.Oll 41.7監 1.2% -28.0,l -518% 80.9% 10710%
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2.処理・処分状況との比較

令和元年度の処理・処分状況を前回調査 (平成 26年度)と 比較すると、表 3-1-1及 び図 3-卜 7

に示すとおりである。

今回の調査では、資源化率は 57.0%か ら61.9%へ 4.9ポイントの上昇となっている。

また、中間処理による減量化率は、37.2%か ら 33.8%へ 3.4ポ イントの低下、最終処分率は

5。 9%か ら6.4%へ 0,3ポ イントの上昇となっている。

表 3-卜 1処理・処分状況の比較 (農業,林業を除く)

(単位 :千 トン/年 )

項 目 平成 26年度 令和元年度 増減量 増減率

発生量 3,060 100,0% 3,473 100.0% 414 13.5%

1,743 57.0% 2,150 61.9% 407 23.4%

240 7.8% 158 4.5% -82 -34.1%

1,503 49.1% 1,992 57.3% 489 32.5%

1,137 37.2% 1,175 33.8% 38 3.3%

180 5.9% 224 6.4% 44 24.5%

0 0.0% 0 0.0% 0 -17.6%

しているため、総数と個々

□減量化量   口資源化量   団最終処分量   口その他量

平成26年度
(0.0%)

3,000

180

(5.9%)

(0.0%)

令和元年度 3,473

224

(6.4%)

500 1,000      1,500      2,000      2,500      3,000      3,500 4,000

(単位 :千トン/年 )

図 3-卜7処理・処分状況の比較 (農業,林業を除く)

注 ) ついて

0

0

1,137

1 175

(338%)

46



第 2節 発生・排出及び処理・処分 の将来予測

1.将来予測の方法

産業廃棄物量の将来予測に当たつては、今後とも「大きな技術革新及び法律上の産業廃棄物

の分類に変更がなく、現時点における産業廃棄物の排出状況等と業種ごとの活動量指標との関

係は変わらない」ものと仮定して、将来の活動量指標の伸び率を廃棄物量に乗じることによっ

て算出した。

なお、将来の活動量指標の予測は、過去の活動量指標の動向 (ト レンド)に対して、数種類

の回帰式 (直線、指数曲線、対数曲線、べき曲線、ロジスティック曲線)を 当てはめる時系列

解析により行い、適合度の高い回帰式を採用することとした。

表 3-2-1将来の活動量指標の算出方法等

業種
将来の活動量指標の算出方法等

活動量指標 将来 使用データ年 使用した資料

建設業 元請完成工事高 予測値 平成23～ 30年

建設工事施工統計調査報告書

(国土交通省総合制作局,情報安全・調査課

建設統計室)

製造業 製造品出荷額等 予測値 平成23～ 30年
工業統計調査結果報告書

(経済産業省経済産業政策局 )

電気・水道業

上水道業 :給水人口

下水道業 :処理人口
予測値

給水人口、処理人口 (将来推計人口)

(国立社会保障 。人口問題研究所 )

上記以外 現状維持

医療,福祉 病床数 (病院 ) 現状維持

その他の業種 従 業 者 数 予測値 平成21～ 28年
経済センサス基礎調査 (H21、 26)

経済センサス活動量調査 (H24)
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2.発生・排出量の将来予測

長崎県の将来発生量及び将来排出量は、建設業からの発生量は増加傾向で推移、製造業と電

気・水道業からの発生量は減少傾向で推移すると予測され、県全体としては緩やかな増加傾向

で推移すると見込まれる。

将来予測結果を業種別、種類別に見ると、図 3-2-1か ら図 3-2-4に示すとおりである。

(単位 :千トン/年 ) 口電気・水道業 日農業.林業 □建設業 田製造業 日卸売.小売業 口その他の業種

―

  

―

  

―

  

―

囀 碧 寺 学

図 3-2-1業種別発生量の将来予測の結果

(単位 :干トン/年 ) 口動物のお、ん尿 E汚泥 日ばいじん 目がれき類 ロガラス陶磁器くず 目その他の種類

００

００

００

００

００

００

０

，
０

，
０

，
０

，
０

，
０

，
０

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

11000

0

―

  

―

  

―

  

―

中

図 3-2-2種類別発生量の将来予測の結果

年 度
R2 R3 R4 R5 R6 R7

電気・水道業 11945 1,939 1,933 1,927 11921 1,915

農業 1,552 1,552 1,552 1,552 1,S52 1.552

建設業 1,138 11170 1,199 1.226 11250 1.273

製造業 464 471 477 483 488 493

卸売,小売業 16 16 16 16 16 16

その他の業種 52 52 52 52 52 52

合 計 51168 5,200 5,229 5,255 5,279 5,301

年 度

種 類
R2 R3 R4 R5 R6 R7

動物のふん尿 1,548 1,548 1.548 1,548 1,548 1,548

汚泥 1.243 1,244 1244 11244 11244 1,243

ばいじん 1,004 1,004 1,004 1,004 11004 1,004

がれき類 856 880 901 921 939 956

木くず 120 122 124 125 127 128

その他の種類 396 402 408 413 417 422

合計 5,168 5,200 5,229 5,255 51279 5,301
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(単位 :千トン/年 ) 口電気・水道業 口農業,林業 口建設業 口製造業 口卸売・小売業 口その他の業種

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

図 3-2-3業種別排出量の将来予測の結果

(単位 :千 トン/年 ) 田動物のふん尿 口汚泥 日ばいじん 日がれき類 ロガラス陶磁器くず 口その他の種類

編 齢

図 3-2-4種類別排出量の将来予測の結果

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

年 度

業 種
R2 R3 R4 R5 R6 R7

電気・水道業 1,814 1.808 1,801 1,795 1,789 1783

農 業 1,552 1.552 1,552 1,552 1,552 1,552

建設業 1,138 1 169 1198 1,225 1,250 1,272

製造業 440 446 453 458 464 469

卸売,小売業 16 16 16 16 16 16

その他の業種 50 50 50 50 50 50

合 計 5,010 51042 5,071 5,097 5,121 5,142

度

種 類
R2 R3 R4 R5 R6 R7

動物のふん尿 11548 11548 11548 11548 1,548 1,548

汚 泥 11113 11113 1114 1114 11113 1,113

ばいじん 1.004 11004 1,004 1,004 11004 1,004

がれき類 858 880 901 921 939 956

木くず 118 120 122 124 125 127

その他の種類 370 376 382 387 391 395

合 計 5,010 5,042 5,071 5,097 5,121 5,142
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3.処理・処分状況の将来予測

将来における処理・処分状況については、産業廃棄物に対する中間処理、再生利用、最終処

分等の処理・処分量の比率が令和元年度実績のまま今後も変わらないものと仮定し、前出の 2.

発生・排出量の将来予測で推計した将来発生量に業種別・廃棄物種類別の処理・処分量の比率

を乗じることで算出した。

この推計結果は、図 3-2-5に示すとおりである。

(単位 :千 トン/年 )
口有使物量   甲再生利用量   口減量化量   囲最終処分量   口その他量

吻

固 3-2-5処理・処分状況の将来予測の結果

０００

０００

０。。

０００

０００

０００

０

年 度

区 分
R2 R3 R4 R5 R6 R7

発生量 5,168 158 158 158 158 5,301

158 158 158 158 243 243

5,010 5,042 5,071 5,097 51121 5,142

3,250 3,280 3,308 3,333 3,357 3,378

1.531 1,531 1.532 1,531 1,531 1,530

229 230 231 232 233 234

0 0 0 0 0 0
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第4章 その他の調査結果

第1節 産業廃棄物の移動状況 (農業,林業を除く)

1.地域別の搬出量移動状況

産業廃棄物の発生量 3,316千 トンのうち、処理・処分を目的として事業場から搬出された産

業廃棄物量 (以下、搬出量という。)は、2,303千 トンとなっている。この搬出量の移動状況に

ついては、表 4-1-1及び図 牛卜Hこ示すとおりである。

搬出量 2,303千 トンのうち、県内で処理・処分された量は 1,464千 トン (搬出量の 63.6%)、

県外で処理・処分された量は 838千 トン (同 36.4%)と なっており、搬出量の 6割以上が県内

で処理・処分されている。

県内地域間の移動状況をみると、県内自地域内で処理・処分された量は 755千 トン(同 51.6%)、

県内他ナ也域で処理・処分された量は 709千 トン (同 48.4%)と なっている。

表 4-1-1産業廃案物の移動状況 (農業,林業を除く)

千トン/年 )

下五島 上五島 壱 岐 対馬合 計 長崎・西復 佐世保・県北 県央・県南

(■ 2】

17

(07)
`09】

【09う
2習 0〔

(1000)

715

(310)

1,13G

(493) (159)

366

15〔 117 40 0

I091 3Sa 27 17 20 21212〔 590

C Q 02C 7 4 9 0

0

▲
口
　

　

計

搬出量

C 0

3

`03う

日

(04う

2

(03】

1

(01う

75〔

(1000)

222

(29召〕 (37J)

431

(125)

93

1 0 1

217 429 93 3 3 2 174[

( 4 0 1

0

県
内
自
地
域

搬出量

C 0

(32】 (■ 8う

13 17

(2■ ) (26)

70〔

(1000)

213

(30()

187

(263)

239

(336)

211 185 233 23 13 16 1969【

5 0 0 0 0lC 2 2

県

内

他

地

域

搬出量

C 0

(40う

2

(03】 (01)

1 2 2

(02)

83[

(1000)

280

(334)

518

(6181

15〔 117 39

163 477 31 2 1 2 2G7t

24 0 2

県

　

外

　

計

撤出量

C

口県内自地域処理 田県内他地域処理 口県外処理
数値は搬出量

(単位 :千トン)

長崎・函彼

佐世保・県北

県央・県南

下五島

上五島

壱岐

対馬

0%     10%     20%     30%    40%     501`     60%     70殆     8091     90%    100%

図牛卜1県内地域間の移動状況 (農業,林業を除く)
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2.委託処理による移動状況

搬出量のうち、処理業者等による委託処理量については、委託中間処理量が 2,125千 トン(

直接最終処分量が 20千 トンの計 2,145千 トンとなっている。この移動状況については、表 牛卜2

及び表 牛卜3に示すとおりである。

表 4-卜2産業廃棄物の移動状況 (委託中間処理量 農業,林業を除く)

発 生 地 域

合 計

委

託

中

間

処

理

地

域

合 2125 27 17 20 21

53 20 13 14

長 Jl

|

489 217 116 123

自治体

狐露4者 1〔

4 5 6

0

県 ! さ・県薦 203 53 47

自治体

飢理 4者

3 0

0

妍郵 華者

19 13 14

1 1

13 0 C

0

4 3 3

0

県  | I計 1■47 20

自治億 20 13 14 1

|

計 lG3 477 31

自治体

処理空者

表 4-1-3産業廃案物の移動状況 (委託直接最終処分量 農業,林業を除く)

発 生 地 域

合 辞 畢 皓・西 綺 併 干 保 嘩 Jヒ 県央・県南 下五島 上五島 壱 厳 対 罵

委

託

直

接

最

終

処

分

地

域

9 0 0

4 5

4 1 5 0 0

自治体

t,ヽ 理4者

1 0 0 0 0

0 0 0

島

自治体

凱猥 輩著

寸篤

自治体

処 理 真 者

フ

県 イ 計 0

自治体

狙 理 輩 者

52



3.県外委託処理を行う理由

県外処理を行つている事業者について、その理由を尋ねた結果を図 牛 1-2、 図 4-卜3に整理

する。なお、回答件数は事業所別廃棄物種類別に、県外委託処理をしている回答について、理

由を記載してある分についてのみ集計を行っているため、排出量や搬出量、事業所数と言つた

数値との関連性は無い。

全体では、「処理コス トが低いため」が 41.5%で最も多く、次いで「許可業者がいないため」

が 26.2%、 「本社 (支店)等で選定のため不明」が H.5%と なっている。

本社 (支店)等で選

定のため不明

54

(115り

自社の系列企業・

自社処理場のため

16

(34%)

県内業者の信頼性

が低いため

17

136%)

図牛卜2県外委託処理を行う理由

地域別で見ると、下五島地域で「県内業者の信頼性が低いため」が 4割以上と他の地域に比

べ高くなっており、対馬地域では「処理コス トが低いため」が 7割近くと高くなっている。

図処理コストが低いため

□県内業者の信頼性が低いため

日本社 (支店)等が選定のため

0%     10。拓     20%

田許可業者がいないため

口自社の系列企業・自社処理場であるため

口その他

40%     50%     60%     70%     80% 90%    100%30%

全体

長崎・西彼

佐世保・県北

県央・県南

下五島

上五島

壱岐

対馬

図 4-1-3県外委託処理を行う理由

また、その他の委託理由としては、「収集運搬業者の提携先が県外業者 (収集運搬業者からの

推薦含む)であるため」や、「県外業者の方が近いため」という内容が多くなっている。

その他

65

(138%)

処理コストが

低いため

195

(415%)

回答件数
470件

許可業者が
いないため

123

う◇◇◆◆◆÷蜘
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第 2節 特別管理産業廃棄物 (農業,林業を除く)

前節までは、特別管理産業廃棄物を含む産業廃棄物全体の状況をみてきたが、ここでは、特

別管理産業廃棄物 (単位 :ト ン/年 )について、その発生・排出及び処理・処分状況をまとめる。

1.発生・排出状況

特別管理産業廃棄物の発生・排出状況は、図牛2-1及 び図 牛2-2に示すとおりである。

排出量 (13,124ト ン)を種類別にみると、感染性廃棄物が 5,895ト ン (特別管理産業廃棄物

の排出量の 44.9%)で最も多く、次いで、廃酸が 3,600ト ン (同 27.4%)、 廃油が 2,404ト ン

(同 18.3%)等 となっている。

また、業種別では、製造業が 7,094ト ン (同 54.1%)で最も多く、次いで医療,福祉が 5,903

トン (同 45.0%)等 となっている。

(単位ホン/年 )

8,000

6,000

4,000

2,000

0

口発生量 □排出量

図 4-2-1種類別の特別管理産業廃棄物の発生・排出量 (農業,林業を除く)

(単位ホン/年 ) 日発生量 □排出量

図牛2-2業種別の特別管理産業廃案物の発生・排出量 (農業,林業を除く)

，
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項 目 合 計 廃 油 廃 酸 廃アルカリ 感染性廃棄物 廃石綿
特定有害
廃表物

(廃 石綿を除く)

発生量

(°′
′o)
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(100.0)
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3,60C
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32
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5,89モ
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(0.4)

1:13〔
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(100.0)

2i404

(18.3)

3,60C

(27.4)

32

(0.2)
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郵便業

卸売 ,
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業
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娯楽 箱
鍔
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サービス

サービス
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13,124 59
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1
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2.処理・処分状況

特別管理産業廃棄物の発生・排出から処理・処分状況の流れは、図 牛2-3に示すとおりであ

る。

なお、特別管理産業廃棄物のうち、感染性産業廃棄物についての処理・処分状況は、図牛2-4

に示すとおりである。

図Ⅲ2-3特別管理産業廃葉物の発生・排出及び処理 。処分の状況 (農業,林業を除く)

単位 :t/年

(B)

(C)

景環:  写 記描黎織暴謝留年鰈獣鮒∃師 の合計が報しないものがある。業種区分:'0。特別管理産業廃葉物
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(B)
単位 :t/年

県外 : 達謝色謝読聾吉ピ年露阜亀軽望発!輩]え槻鵞鳩曳硯朧の合計が一致しないものがある̂ 業種区分:'03感 染性廃葉物
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0
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固Ⅲ2-4感染性産業廃棄物の発生・排出及び処理・処分の状況 (晨業,林業を除く)
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第5章 事業者の意識調査

産業廃棄物に関する事業者の意識を把握するため、アンケー ト調査を実施 した。

調査対象は、産業廃棄物実態調査調査票を送付した事業所とした。

第 1節 回答結果

アンケート送付事業所 3,316件 に対して、1,485件 の事業所から回答が得られた。回答率は

44.8%で ある。

第2節 調査結果のまとめ

lH廃棄物の発生・排出抑制 (リ フューズ・リデュース)への取り組みについて

(1)取 り組み状況について

廃棄物の発生・排出抑制に対する推進の

取 り組み状況は、図 5-2-Hこ 示すとお りで

ある。

取 り組みを「行つている」が 51.1%、 「行

っていない」が 43.8%で、やや「行ってい

いる」が多い。

現在は行つてい

ないが、今後行

う予定がある

28

19%

図 5-2-1取 り組み状況について

継
４８
捌

なヽし
650

438%

るヽ

759

511%

回答数
11485件
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(2)取り組み内容について

産業廃棄物の発生抑制の取り組み内容は、図 5-2-2に示すとおりである。
「廃棄物を出さない事業活動の推進」が 35。 7%、 「処理計画による減量化の推進」が 13.0%、

「IS014001、 エコアクション 21の認証取得、環境報告書、環境会計の取り組み等」が 12.1%、

「消費者に配慮した事業活動の推進」が 10.0%と なっている

50 100 150 200 250 300

廃葉物を出さない事業活動の推進

処理計画による減量化の推進
102

13.0%

消費者に配慮した事業活動の推進
79

10.0%

95

12111

|

対象者数 :787件

図 5-2-2産業廃棄物の発生抑制の取り組み内容

(3)行つていない理由について

廃案物の発生・排出抑制に対する推進の取り組みを行っていない理由は、図 5-2-3に 示すと

おりである。

「技術的に難しい」が 27.2%、 「発生抑制や減量化に関する情報が少ない」が 17.7%、 「可能

じの 0フ91」 ス トか 曾 わ な い」 が 6.U%と な つ
~tい

る。

50 100 150 200 250

可能であるが、コストが合わない

技術的に難しい
177

27.2,`

発生抑制や減量化に関する情報が

少ない

その他
349%

対象者数 :650件

図 5-2-3産業廃葉物の発生抑制の取り組みを行つていない理由

その他の理由としては、医療業からは「感染性廃棄物は治療の際に必ず発生するため」、「注

射針等は使い捨てが原則のため」と言つた内容が多いのが特徴的で、全体としては「もとも

との発生量が少ないため、これ以上は困難」と言った内容が多い。

２８‐
醐

ISO刊 4001、 エコアクション2可 の認
証取得、環境報告書、環境会計の

取り組みなど

60%

115

177%
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2.再使用 (リ ユース)への取り組みについて

(1)取 り組み状況について

産業廃棄物の再使用 (リ ユース)に 関す

る取 り組みについては、図 5-2-4に 示すと

おりである。
「行つていない」が 50.1%で最も多く、

次いで、「行っている」が 35.6%、 「現在は

行っていないが、今後取 り組みむ予定があ

る」が 1.6%と なっている。

現在は行つていない

が、今後行う予定が

ある

図 5-2-4産業廃棄物の再資源化の取り組みにつ

と` て

(2)行つていない理由について

産業廃棄物の再使用 (リ ユース)を行つていない理由としては、図 5-2-5に示すとおりであ

る。

「技術的に難しい」が 16.4%、 「リユースに関する情報が少ない」が 12.2%、 「可能であるが

コス トが合わない」が 3.2%等 となつている。

0 50 100 150 200

可能であるが、コストが合わない

技術的に難しい

リユースに関する情報が少ない

その他
165

222,`

対象者数 :744件

図 5-2-5産業廃葉物の再使用 (リ ユース)を行つていない理由について

その他の内容としては、医療業から「感染性廃棄物のため、再利用は無理」と言つた内容が

多い。また、「製造業では無いため」、「廃棄物処理は処理業者に任せているため」と言つた回答

もみられる。

無回答

回答数
1,485件

3.2%

122

16.4%

91

12.2%
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3.廃棄物の分別排出の取 り組みについて

産業廃棄物の分別排出の取 り組み状況につ

いては、図 5-2-6に示すとおりである。
「徹底 している」が 80。 7%で、「徹底 してな

い」が 7.7%と 、大部分の事業所で分別排出は

徹底されているものの、無回答も含め徹底 さ

れていない事業所 が約 2割近 くとなってい

る。

4.再生利用 (リ サイクル)への取 り組みについて

(1)取り組み状況について

廃棄物の再生利用 (リ サイクル)に対する

取り組み状況は、図 5-2-7に 示すとおりであ
る。

取 り組みを「行っている」が 59.0%と 「現

在は行つていないが、今後行 う予定がある」

を合わせると半数以上を占めているが、「行っ

ていない」も 3割以上 を占め、再生利用への

取 り組みは、まだ浸透 しきっていない様であ

る。

徹底して

いない

104

77%

図 5…2-6 産業廃葉物の分別排出の

取 り組みについて

現在は行つ

ていないが、

今後行う

予定がある

10

07%

図 5-2-7 産業廃案物の再生利用 (リ サイクル)

の取り組みについて

鵬９７硼

回答数
1,485件

ている。
1,271

85.6%

行つて

いない

488

34.8%

行つている
876

590%

回答数

1,485件
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(2)再生利用の拡大の余地について

再生利用の拡大の余地については、図 5-2-8

に示すとおりである。
「拡大の余地がある」が 7.9%に対し、「拡

大の余地はない」が 37.6%と 、再生利用の拡

大については厳しい意見が多い。

また、無回答が半数以上を占めていること

からも、再生利用の拡大は厳しいと考えられ

る。

なお、拡大の余地があると回答した 69件に

ついて、拡大可能な廃棄物は、段ボールなど

の紙くずや、ペットボ トルをはじめとする廃

廃プラスチックが主体となっている。

建設材料又はその原材料

鉄鋼、金属及び非鉄金属の原材料

プラスチック原材料

ガラス・陶磁器原材料

パルプ・紙原材料

燃料(熱回収 )

その他

拡大の余地が

ある

69

79%

図 5-2-8再生利用拡大の余地について

また、再生利用 (リ サイクル)への取り組みを行っている、もしくは今後行う予定があると

回答した 893件について、再生利用 (リ サイクル)の用途を聞いたところ、「鉄鋼、金属及び非

鉄金属の原材料」が最も多く 20.0%、 次いで、「パルプ・紙原材料」が 19.6%、 「プラスチック

原材料」が 16.5%、 「建設材料又はその原材料」が 12.8%な どとなっている。

50 100 150 2000

４８

５

．

４％

179

20.0%

147

16.5%

175

19.6%

対象件数 :893件

95

10.6%

図 5-2-9 再生利用 (リ サイクル)の用途

ない

329

376%

回答数
876件

無回答
478

54.6略

114

12.8,も

5.2%
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(3)再生利用を行つていない理由について

再生利用をおこなっていない理由については、図 5-2-10に示すとおりである。
「技術的に難しい」が 23.7%、 「リサイクルに関する情報が少ない」が 13。 9%、 「可能である

がコス トが合わない」が 6.0%等 となっている。

0 50

200

100 150 200

可能であるが、コストが合わない

技術的に難しい

リサイクルに関する情報が少ない

その他
158

31.7%

対象者数 :498件

図5-2-10再生利用を行つていない理由

その他の理由としては、医療業からは「感染性廃棄物のため再利用は出来ない」と言った内

容が多く、全体としては「処理業者に任せているため」と言った回答が多い。

5._廃棄中勿の発生抑制や減量イと、再生利用の取り組みの推進について

産業廃棄物の発生抑制や減量化、再生利用を促進するために必要な対策については、図
5-2-11に示すとおりである (複数回答)。

最も多いのは、「施設 (設備)」 で 39.8%が、次いで、「情報」が 31.0%、 「資金」が 28.5%、

「技術力」が 25.6%、 「人材」が 18,4%の順になっている。

0 100 500

施設 (設備 )
455

398%

25.6%

210

18.47。

28.5%

355

31.0%

188

16.4%

回答件数 :1,144件

図 5-2-H産業廃葉物の発生抑制や減量化、再利用の取り組みの推進について

舶
対
飴
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柳
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69

13.9%

118

237%
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その他の取 り組みとして、「社員・従業員の意識改革」と言つた内容の回答が多く、また「わ

からない」と言う回答も多く見られる。

6.グリーン購入の取 り組みについて

(1)取 り組み状況について

グ リーン購入の取 り組みについては、図

5-2-12に 示すとおりである。
「取 り組んでいない (無 回答含む )」 が

64.9%、 「取り組んでいる」が 35.1%と 、取り

組んでいないが 6割以上を占めている。

なお、取り組んでいない理由としては、「価

格、コス トが割高」、「価格重視で購入品を選

択しているため」と言つた、グリーン購入に

よる費用増加を嫌ったものが多い。

図 5-2-12グ リーン購入の取り組み状況について

(2)取 り組みの内容について

グリーン購入の取 り組み内容としては、図 5-2-13に示すとおりである。「購入する前に、必

要性を十分に考えている」(59.7%)が 最も多く、「環境負荷の低減に努めている事業者から製

品やサービスを購入している」(41.7%)、 「製品・サービスや事業所に関する環境情報を積極的

に入手・活用して購入している」(24.8%)、 「資源採取から廃棄までの製品ライフサイクルにお

ける多様な環境負荷を考慮して購入している」(20,9%)と続いている。

0 50      100      150     200     250     300     350

購入する前に必要性を十分に

考えている

資源採取から廃棄までの製品

ライフサイクルにおける多様な

環境負荷を考慮して購入している

環境負荷の低減に努めている

事業者から製品やサービスを

購入している

製品・サービスや事業所に

関する環境情報を積極的に

入手・活用して購入している

217

41.7%

311

59.7%

129

24.8%

|

図 5-2-13グ リーン購入の取り組み内容について

取り組ん
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351%
回答数
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取り組んでし

ない

含む)

964

649%

109

20.9%

回答件数 :521件



7,電子マニフェス トシステムの利用状況について `

電子マニフェス トシステムの利用状況につ
いては、図 5-2-14に示すとおりである。

「電子マニフェス トを知らない」が 28.6%、
「システムは利用しない」が 22.6%、 「電子マ
ニフェストを利用するか、しないかわからな  電子マニフェスト
い」が 20。 1%と 、電子マニフェストを利用し  システ

t争
知らな

ていない (予定が無い)事業所が、半数以上   熟
を占めている。

なお、「利用 している」と「システムの利用
を予定、または検討 している」を合わせると

2割弱にな り、若干電子マニフェス トの普及
が進んでいる。

無回答

システムを利用し
ている

システムの利用を
予定、又は検討し

ている

システムは利用し

なし、
３８６
郷システムを利用す

るか、しないか分
からない

図 5-2-14 電子マニフェス トシステムの

利用状況について

また、電子 マニ フ土ス トに対す る意見 として、以下 の様 な コメ ン トが寄せ られ た。
● 全ての利用者に使用を義務付けないと意味がない       ・

● 排出業者の対応が離島ではあり得ない

。 利用したいが、運搬業者が導入していない

。 処理委託業者の手続きによって対応している

。 使用頻度が低い業者には不向きである

回答数
1,485件
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8.産業廃棄物の処理業者の選定について

処理業者の選定については、図 5-2-15に 示すとおりである。

業者の選定理由で重視している項目について、重視している項目 (「 特に重視」と「やや重視

している」の合計)で最も回答が多いのは、「処理料金」で 81.9%、 次いで、「処理の方法や実

績 (廃棄物の種類、量、施設能力等 )」 が 77.6%、 「会社情報 (法人の事業内容、履歴、財務状

況等)」 と「過去における違法な処理等の有無」が 77.2%と なっている。

なお、「電子マニフェス トの利用」に関しては 33.6%と 一番低 くなっている。

田特に重視 日やや重視している 口重視していない 口無回答
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図 5-2-15処理業者の選定について

10%      2011      30%      40,1      50%      60%      70%      80%      90%     100%

会社情報 (法人の事業内容、履歴、財務状況等 )

環境関連費格・取組の状況

処理料金

処理の方法や実績

(廃楽物の種類、量、施設能力等)

処理施設の維持管理状況
(排ガス・俳水基準への導合等)

電子マニフエストの利用

優良産業廃業物処理業者の認定

リサイクルの取組状況

廃葉物による発電・熱回収の

取組状況

過去における違法な処理等の有撫
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